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受付・審査

次のいずれかに該当する場合

・事業者が成約事項に違反したとき

・登録内容に虚偽があった場合

・その他市長が適当でないと認めた場合
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八代市空き家管理事業者登録の手続き（管理事業者）

八代市管理事業者
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提 出

通 知

通 知

提 出

登録申請

□八代市空き家管理事業者登録申請書

□誓約書

□役員等名簿及び照会承諾書

□事業者の「納税証明書」

※家財処分も行う場合、以下のいずれかを提出

■一般廃棄物収集運搬業許可証の写し

■古物商許可証
決定

①登録決定

管理者名簿に記載

HPなどにより公開

提 出

登録内容の変更申請

□八代市空き家管理事業者登録事項変更申請書

変更決定

管理者名簿を修正

登録の更新申請

□八代市空き家管理事業者登録更新申請書

※有効期間（登録決定日から２年後の日が属する

年度の末日まで）が満了する日までの１か月間に

提出すること 通 知

更新決定

管理者名簿を更新

提 出

登録の抹消申請

□八代市空き家管理事業者登録抹消申請書

通 知

抹消決定

管理者名簿から抹消

通 知
抹消決定

管理者名簿から抹消


